
令和６年１０月土木工事標準積算基準書 主な改定内容 

 

 

〈 工事 〉 

（１）土木工事標準歩掛 

   土木工事標準歩掛は、実態調査の結果を踏まえ、新規工種の制定及び既存制定工種を

改定する。 

  １）新規制定【３工種】 

   ①排水材設置工（構造物背面排水）、 ②仮締切工（砂防コンクリート締切）、  

③舗装版削孔工（アスファルト舗装版） 

  ２）使用機械、労務等の変動により改定を行った工種【５工種】 

   ①薬液注入工、 ②鋼管・既製コンクリート杭打工（中堀工）、  

③かごマット工（多段積型）、 ④集排水ボーリング孔洗浄工、  

⑤トンネル照明器具清掃工 

  ３）移動時間を踏まえた制定を行う工種【１工種】 

①泥水運搬工 

 

（２）施工パッケージ関係 

   物価変動に関する標準単価の見直し等により、施工パッケージ歩掛の新規工種の制定

及び既存制定工種を改定する。 

  １）新規制定【１工種】 

   ①型枠工（省力化構造） 

  ２）日当たり施工量、労務、資機材等を改定する工種【７工種】 

   ①土工［路体 築堤 盛土・路床盛土］、 ②土工（ＩＣＴ）［掘削］、  

③土工（ＩＣＴ）［路体 築堤 盛土・路床盛土］、 ④埋戻工、  

⑤アンカー工（ロータリーパーカッション式）、 ⑥排水性アスファルト舗装工、  

⑦路側工 

  ３）移動時間を踏まえた改定を行う工種【１０工種】 

①安定処理工、 ②場所打擁壁工、 ③現場取卸工、 ④伐木除根工、  

⑤グラウトホール工、 ⑥踏掛版設置工、 ⑦舗装版破砕工、 ⑧舗装版切断工、 

⑨橋梁補強工（コンクリート巻立て）、 ⑩電線共同溝工（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ） 

 

 

積算基準の改定 

 



（３）鋼橋製作工 

鋼橋製作工の副資材費、鋼橋製作工及び横断歩道橋製作工の歩掛かりについて、製作

現場の実態を踏まえ、改定する。 

 

（４）建設機械等損料算定表 

   実態調査を踏まえ、建設機械等損料算定表を改定する。 


